
令和２年度事業報告 

 

 

令和２年度の主な事業は次のとおりである。 

 

１ 税制及び税務に関する調査並びに提言に関する事業 

各単位会からの提言を税制改正提言事項としてまとめ、全法連を通じて関

係方面に対し要望活動を行うとともに、県連は、県知事、県議会議長、名古

屋市長、名古屋市会議長に対し、また、各単位会は、管内選出の国会議員、

首長及び議会議長に対し、いずれも本人に直接税制改正提言事項を持って要

望活動を行った。 

また、税制委員会主管による税制講演会を実施し、税の使い道から、財政

面の知識の普及に努めた。 

 

２ 納税意識の高揚を目的とする事業 

税知識の普及啓発及び法人会のＰＲを目的とし、税を考える週間中に日刊

紙に対談記事及び広告を掲載した。 

また、税を考える週間を中心に公共交通機関の基幹駅でデジタルサイネー

ジの放映を行ったほか、テレビＣＭ及びラジオＣＭを放送し、納税意識の高

揚及び法人会のＰＲに努めた。 

さらにインターネットを活用した広報やマグネットステッカーを活用した

広報にも努めた。 

確定申告期には、e-Tax による確定申告を推進する目的のテレビＣＭ及びデ

ジタルサイネージの放映を行った。 

令和３年２月には、名古屋国税局長を講師として、大規模法人の経営者を

対象とした講演会を実施した。 

 

３ 法人会が行う税を巡る諸環境及び地域の経済社会環境の整備改善等の各種 

 事業を支援する事業 

 運営研究会の開催によって、各単位会の公益性の高い事業の充実発展を図

るとともに、青連協・女連協の情報交換会の実施により、各単位会部会の事

業の充実発展を図ってきた。  

また、将来を担う児童に、税に関する絵はがきの作成を通して、納税の必

要性について考える場を提供してきた。今年度は愛知県内１６単位会が絵は

がき募集事業に取り組み、7,300 枚の作品が寄せられた。 

さらに、各単位会の助成金交付申請書及び事業実施報告書が条件に適合し

ているかを審査し、全法連の助成金運営事業を支援するとともに、各単位会

の公益事業の支援を行ってきた。 
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４ 県内各法人会の福利厚生等に資する事業 

福利厚生制度の推進については、協力保険３社の推進策に積極的に協力す

るとともに、福利厚生制度創設 50周年に向けてのプレキャンペーンである「想

いをつないで 50 年『会員企業を守りたい』キャンペーン」に係る紹介運動つ

いては、「一社でも多くの会員企業を守りたい」という福利厚生制度創設時の

理念を徹底すべく厚生委員会を中心に取り組み、さらに、全ての委員会で会

員の積極的な協力を要請してきた。また、県連独自策の貸倒保証制度及び福

利厚生支援事業においても、各単位会の積極的な協力を働きかけてきた。 

 

５ 県内各法人会の充実発展に資する事業 

会員数が年々減少していることから、会員増強を最重要課題と捉え、各単

位会に増強目標、増強月間を設けることとし会員増加を図ってきた。また、

協力保険会社に対しても加入紹介の協力を強く求めてきた。しかし、令和２

年１２月末の会員数は５５，４９６社、加入率３５．５％となり、前年より

１，４３０社減少し、加入率も１．３ポイントの低下となった。 

研修活動については、会員の自己啓発を支援するための重要な事業であることか

ら、税務当局との連携を一層密にし、協力を要請してきた。 

また、税務コンプライアンス向上に向けた自主点検チェックシートの活用促進

及び消費税軽減税率制度について、各委員会で説明し、周知を図ってきた。 

さらに、各法人会事務局職員の資質向上のための研修会を実施してきた。 

法人会の知名度向上並びに会員増強等に資する広報活動については、２の納税

意識の高揚を目的とする事業のとおり、法人会のＰＲも兼ねた広報を実施してき

た。 

 

６ 令和２年度の事業の概要は、以下のとおりである。 


